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江田島市空家等対策計画（第２期） 
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特定空家等の判定票 

コラム 江田島市協働のまちづくり地域提案型活動支援事業 

    県立大柿高等学校 総合的な学習 

空家等対策の推進に関する特別措置法 

江田島市空家等対策条例 

江田島市空家等対策協議会設置要綱 

江田島市空き家等対策推進本部会議設置要綱 

江田島市空家所有者等意向調査（平成２７，２８年度） 

空き家所有者実態調査（令和元年）
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[空き家全般］ 

 （江田島市空き家の相談窓口） 

 江田島市土木建築部都市整備課（ＴＥＬ０８２３－４３－１６４７） 

 

 （江田島市空き家バンク窓口） 

 江田島市企画部企画振興課（ＴＥＬ０８２３－４３－１６３０） 

 

[法務関係] 

ⅰ 江田島総合相談センター（ＴＥＬ０８２－２２４－１３１３）【予約電話】 

広島司法書士会員による法律相談（空き家に関する相談可） 

（要予約，市内において第 2～4木曜日，時間は午後 1時〜）※相談料無料 

ⅱ 江田島市総務部総務課（ＴＥＬ０８２３－４３－１１１１） 

  市の顧問弁護士による無料法律相談会（※要予約，３ヶ月に１回程度） 

ⅲ 江田島市社会福祉協議会（ＴＥＬ０８２３－４０－２５０１） 

  心配ごと相談所の開設（主に毎月第 1〜4木曜日，時間は午後 1時〜午後 3時 30分） 

  民生委員児童委員・人権擁護委員・行政相談員による日常生活での心配ごとなどの相談 

  

[税務関係］ 

江田島市市民生活部税務課（ＴＥＬ０８２３－４３－１６３６） 

 

[ライフライン関係] 

 （電気） 

 中国電力㈱ 呉サービスセンター （ＴＥＬ０１２０－１８８－５１４） 

  （電話） 

  ＮＴＴ（ＴＥＬ 局番なしの１１６） 

  （上水道） 

  江田島市企業局水道業務課（ＴＥＬ０８２３－４２－３３１１） 

  （下水道） 

  江田島市企業局下水道課（ＴＥＬ０８２３－４２－３９１１） 

 （浄化槽） 

  江田島市市民生活部地域支援課（ＴＥＬ０８２３－４０－２７６８） 

 

[建築・建設関係］ 

ⅰ 江田島市土木建築部都市整備課（ＴＥＬ０８２３－４３－１６４７） 

ⅱ 江田島市土木建築部建設課（ＴＥＬ０８２３－４３－１６４６） 

 

[農地関係] 

江田島市農業委員会事務局（ＴＥＬ０８２３－４３－１６４５） 

各相談窓口連絡先 ①江田島市の組織・関係機関連絡先 連絡先 
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［空き家全般］ 

 ひろしま空き家の相談窓口（平日(月～金曜日)，時間は午前 10時〜12時,午後 1時～4時） 

ⅰ 公益社団法人 広島県宅地建物取引業協会（ＴＥＬ０８２－２４３－９５３０） 

〒730-0046 広島市中区昭和町 11-5 広島県不動産会館 3階 

ⅱ 公益社団法人 全日本不動産協会広島県本部（ＴＥＬ０８２－２４１－７６９６） 

〒730-0043 広島市中区富士見町１１－４ 全日広島会館 

 

［法務関係］ 

ⅰ 法テラス広島（日本司法支援センター）（ＴＥＬ ０５０－３３８３－５４８５） 

  〒730-0013 広島市中区八丁堀 2-31 広島鴻池ビル 1F 

（月～金曜日，時間は午前 9時～午後 5時） 

ⅱ 広島家庭裁判所呉支部（ＴＥＬ０８２３－２１－４９９２） 

  〒737-0811呉市西中央四丁目１番４６号 

ⅲ 広島法務局呉支局（ＴＥＬ０８２３－２１－９２８８） 

〒737-0051呉市中央三丁目９番１５号（呉地方合同庁舎） 

（平日(月～金曜日)，時間は午前 8時 30分〜午後 5時 15分） 

 

［税務関係］ 

ⅰ 広島南税務署（ＴＥＬ０８２－２５３－３２８１） 

  〒734-0003 広島市南区宇品東 6丁目 1番 72号 

（平日(月～金曜日)，時間は午前 8時 30分〜午後 5時） 

ⅱ 広島県西部県税事務所不動産税課（ＴＥＬ０８２－５１３－５３８２） 

〒730-0011 広島市中区基町１０番２３号（広島県庁税務庁舎） 

広島県西部県税事務所呉分室（ＴＥＬ０８２３－２２－５４００(代表)） 

〒737-0811 呉市西中央一丁目３番２５号 

 

［建設・建築関係］ 

 広島県西部建設事務所（ＴＥＬ０８２－２５０－８１５１(代表)） 

〒732-0816広島市南区比治山本町 16-12 

 

［保健・衛生関係］ 

 広島県西部環境事務所西部保健所呉支所（ＴＥＬ０８２３－２２－５４００(代表)） 

  〒737-0811 呉市西中央１丁目３−２５ 

 

［警察・消防］ 

ⅰ 広島県警察 江田島警察署（ＴＥＬ０８２３－４２－０１１０） 

  〒737-2122江田島市江田島町中央四丁目１３番１号 

ⅱ 江田島市消防本部（ＴＥＬ０８２３－４０－０１１９） 

  〒737-2133江田島市江田島町鷲部二丁目１６番１２号 

各相談窓口連絡先 ②江田島市管轄の国・県関係機関連絡先 連絡先 
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お持ちのあいている家を， 

あいされる家に， 

しませんか？ 
 
広島県の空き家の現状 

 

総務省の住宅・土地統計調査によれば，広島県の空き家数は，平成 30年で 215，600戸，空き家率

は 15.1％と全国の空き家率よりも，高い状況です。 

 

空き家の問題 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎空き家についてのご相談は「ひろしま空き家の窓口」へお気軽にご相談ください。 

 

 

 

管理しないと… 次のような問題などが発生します。 

 

① 家の老朽化が進み，倒壊の危険性が高くなります。 

② 害虫の発生，雑草の繁茂により生活環境が悪化します。 

③ 防犯上好ましくありません。 

④ 景観上好ましくありません。 

 

あいされる家にするために， 

住まいの状態 点検シートを 

活用してください。 

 

次頁をご覧ください。 

公益社団法人 広島県宅地建物取引業協会 

TEL 082-243-9530 
公益社団法人 全日本不動産協会広島県本部 

TEL 082-241-7696 
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住まいの状態 点検シート 

 
あいされる空き家にするために，次の表の点検シートを活用してください。 
点検内容に該当しない（サビ，不具合がない など）項目に「〇」を記入してください。 

 

 

点検内容 チェック

1 屋根 屋根材に割れやハガレ，サビはありませんか？

2 雨とい 水漏れやはずれ，ヒビはありませんか？

3 開口部 ガラスの割れ・ヒビ，開閉・施錠の不具合はありませんか？

4 外壁 外壁の汚れ，ヒビ，ハガレはありませんか？

5 家まわり 塀の傾き・汚れ，樹木・雑草の繁茂，害虫は発生してませんか？

6 土台・基礎 基礎・土台のヒビ，割れ，傾き，腐朽はありませんか？

7 天井 天井のハガレ，たわみ，浮きはありませんか？

8 壁 壁のハガレ，浮き，割れはありませんか？

9 床 床材のハガレ，浮き，カビ，傾きはありませんか？

10 ドア 開閉の不具合はありませんか？

11 設備 給排水の詰まり，漏れ，異臭はありませんか？

12 通気・換気 定期的に空気の入れ換えを行っていますか？

〇がゼロ

〇が少数 このまま放っておくと老朽化がひどくなります。専門家に相談しましょう。

〇が多数 更なる維持管理をしましょう。あいされる空き家まであと少しです。

全部　〇 あいされる空き家になっています。この状態を維持しましょう。

外

部

内
部

点検項目

早急に専門家に診てもらいましょう。一刻も早い対応が必要です。

〇の数は12個中 個
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コラム   江田島市協働のまちづくり地域提案型活動支援事業 

本市では，地域のために自主的に活動している団体から「江田島市をキラリと輝かせる取組」

を提案してもらい，優れた取組に補助金を交付し，その活動を支援しています。 

令和３年度は，空き家の利活用に対する２件の優れた取組を支援しました。 

   Ｅｎｉｓｈｉ    地域おこし協力隊 蛇草 孝介 氏    『広報えたじま令和３年９月号』から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  えたじまＤＩＹ楽校  地域おこし協力隊 塚田 忠則 氏    『広報えたじま令和３年９月号』から 
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コラム  大柿高校総合的な学習 

県立大柿高等学校の２年生は，令和３年度の総合的な探求の時間の授業として①空き家問題，

②観光ＰＲ，③海ゴミ問題の３つのテーマに分かれ，各班が検討を行いました。 

空き家問題班は、修繕しなければ住めない空き家に着目し、その改善策を検討し，具体的に

何かを取り組んでみようと，高校近くの空き家をフィールドに，自分たちで修繕（ＤＩＹ）す

ることとなりました。令和３年７月から空き家内の残置物の撤去や掃除・周辺の草刈りなどコ

ツコツと準備を重ね，９月からは地元の建設労働者で構成される広島県建設労働組合第６地域

連合江田島に加入する職人の手ほどきを受けながら，自分たちで修繕を行いました。 

生徒からの聞き取りをもとに，地域おこし協力隊員（蛇草）と江田島市職員が，学校・空き

家所有者・職人の間のコーディネートをお手伝いしました。 
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空き家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号） 

 

(目的) 

第１条 この法律は，適切な管理が行われていない空家等が防災，衛生，景観等の地域住民の

生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み，地域住民の生命，身体又は財産を保護す

るとともに，その生活環境の保全を図り，あわせて空家等の活用を促進するため，空家等に

関する施策に関し，国による基本指針の策定，市町村(特別区を含む。第１０条第２項を除

き，以下同じ。)による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するため

に必要な事項を定めることにより，空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し，もっ

て公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。 

(定義) 

第２条 この法律において「空家等」とは，建築物又はこれに附属する工作物であって居住そ

の他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着

する物を含む。)をいう。ただし，国又は地方公共団体が所有し，又は管理するものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは，そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険とな

るおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態，適切な管理が行われて

いないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るため

に放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 

(空家等の所有者等の責務) 

第３条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は，周辺の生活環境に悪影響

を及ぼさないよう，空家等の適切な管理に努めるものとする。 

(市町村の責務) 

第４条 市町村は，第６条第１項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に

関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとす

る。 

(基本指針) 

第５条 国土交通大臣及び総務大臣は，空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するた

めの基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。 

２ 基本指針においては，次に掲げる事項を定めるものとする。 

１ 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

２ 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項 

３ その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は，基本指針を定め，又はこれを変更しようとするときは，あ

らかじめ，関係行政機関の長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は，基本指針を定め，又はこれを変更したときは，遅滞なく，

これを公表しなければならない。 

(空家等対策計画) 

第６条 市町村は，その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため，基

本指針に即して，空家等に関する対策についての計画(以下「空家等対策計画」という。)を

定めることができる。 

２ 空家等対策計画においては，次に掲げる事項を定めるものとする。 
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１ 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関

する対策に関する基本的な方針 

２ 計画期間 

３ 空家等の調査に関する事項 

４ 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

５ 空家等及び除却した空家等に係る跡地(以下「空家等の跡地」という。)の活用 

の促進に関する事項 

６ 特定空家等に対する措置(第１４条第１項の規定による助言若しくは指導，同条 

第２項の規定による勧告，同条第３項の規定による命令又は同条第９項若しくは第１０項 

の規定による代執行をいう。以下同じ。)その他の特定空家等への対処に関する事項 

７ 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

８ 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

９ その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 市町村は，空家等対策計画を定め，又はこれを変更したときは，遅滞なく，これを公表し

なければならない。 

４ 市町村は，都道府県知事に対し，空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し，情報

の提供，技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。 

(協議会) 

第７条 市町村は，空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議

会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。 

２ 協議会は，市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)のほか，地域住民，市町村の議会

の議員，法務，不動産，建築，福祉，文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と

認める者をもって構成する。 

３ 前２項に定めるもののほか，協議会の運営に関し必要な事項は，協議会が定める。 

(都道府県による援助) 

第８条 都道府県知事は，空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関しこの

法律に基づき市町村が講ずる措置について，当該市町村に対する情報の提供及び技術的な助

言，市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければならない。 

(立入調査等) 

第９条 市町村長は，当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把

握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことがで

きる。 

２ 市町村長は，第１４条第１項から第３項までの規定の施行に必要な限度において，当該職

員又はその委任した者に，空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。 

３ 市町村長は，前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に

立ち入らせようとするときは，その５日前までに，当該空家等の所有者等にその旨を通知し

なければならない。ただし，当該所有者等に対し通知することが困難であるときは，この限

りでない。 

４ 第２項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は，その身分を示す証

明書を携帯し，関係者の請求があったときは，これを提示しなければならない。 

５ 第２項の規定による立入調査の権限は，犯罪捜査のために認められたものと解釈してはな

らない。 
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(空家等の所有者等に関する情報の利用等) 

第１０条 市町村長は，固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報

であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては，この法律の施行のために

必要な限度において，その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で

利用することができる。 

２ 都知事は，固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもののう

ち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用する目

的で都が保有する情報であって，特別区の区域内にある空家等の所有者等に関するものにつ

いて，当該特別区の区長から提供を求められたときは，この法律の施行のために必要な限度

において，速やかに当該情報の提供を行うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか，市町村長は，この法律の施行のために必要があるときは，関係

する地方公共団体の長その他の者に対して，空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提

供を求めることができる。 

(空家等に関するデータベースの整備等) 

第１１条 市町村は，空家等(建築物を販売し，又は賃貸する事業を行う者が販売し，又は賃

貸するために所有し，又は管理するもの(周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に

管理されているものに限る。)を除く。以下第１３条までにおいて同じ。)に関するデータベ

ースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努

めるものとする。 

(所有者等による空家等の適切な管理の促進) 

第１２条 市町村は，所有者等による空家等の適切な管理を促進するため，これらの者に対し，

情報の提供，助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

(空家等及び空家等の跡地の活用等) 

第１３条 市町村は，空家等及び空家等の跡地(土地を販売し，又は賃貸する事業を行う者が

販売し，又は賃貸するために所有し，又は管理するものを除く。)に関する情報の提供その

他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 

(特定空家等に対する措置) 

第１４条 市町村長は，特定空家等の所有者等に対し，当該特定空家等に関し，除却，修繕，

立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒

壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある

状態にない特定空家等については，建築物の除却を除く。次項において同じ。)をとるよう

助言又は指導をすることができる。 

２ 市町村長は，前項の規定による助言又は指導をした場合において，なお当該特定空家等の

状態が改善されないと認めるときは，当該助言又は指導を受けた者に対し，相当の猶予期限

を付けて，除却，修繕，立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置

をとることを勧告することができる。 

３ 市町村長は，前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置

をとらなかった場合において，特に必要があると認めるときは，その者に対し，相当の猶予

期限を付けて，その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 

４ 市町村長は，前項の措置を命じようとする場合においては，あらかじめ，その措置を命じ

ようとする者に対し，その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出

期限を記載した通知書を交付して，その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及
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び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は，その交付を受けた日から５日以内に，市町村長に対し，

意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 

６ 市町村長は，前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては，第３項の措置

を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて，公開による意見の聴取を行わなければ

ならない。 

７ 市町村長は，前項の規定による意見の聴取を行う場合においては，第３項の規定によって

命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を，期日の３日前までに，前項に規定

する者に通知するとともに，これを公告しなければならない。 

８ 第６項に規定する者は，意見の聴取に際して，証人を出席させ，かつ，自己に有利な証拠

を提出することができる。 

９ 市町村長は，第３項の規定により必要な措置を命じた場合において，その措置を命ぜられ

た者がその措置を履行しないとき，履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限ま

でに完了する見込みがないときは，行政代執行法(昭和２３年法律第４３号)の定めるところ

に従い，自ら義務者のなすべき行為をし，又は第三者をしてこれをさせることができる。 

１０ 第３項の規定により必要な措置を命じようとする場合において，過失がなくてその措置

を命ぜられるべき者を確知することができないとき(過失がなくて第１項の助言若しくは指

導又は第２項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第３項に定める手続

により命令を行うことができないときを含む。)は，市町村長は，その者の負担において，

その措置を自ら行い，又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この

場合においては，相当の期限を定めて，その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置

を行わないときは，市町村長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨

をあらかじめ公告しなければならない。 

１１ 市町村長は，第３項の規定による命令をした場合においては，標識の設置その他国土交

通省令・総務省令で定める方法により，その旨を公示しなければならない。 

１２ 前項の標識は，第３項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。こ

の場合においては，当該特定空家等の所有者等は，当該標識の設置を拒み，又は妨げてはな

らない。 

１３ 第３項の規定による命令については，行政手続法(平成５年法律第８８号)第３章(第１

２条及び第１４条を除く。)の規定は，適用しない。 

１４ 国土交通大臣及び総務大臣は，特定空家等に対する措置に関し，その適切な実施を図る

ために必要な指針を定めることができる。 

１５ 前各項に定めるもののほか，特定空家等に対する措置に関し必要な事項は，国土交通省

令・総務省令で定める。 

(財政上の措置及び税制上の措置等) 

第１５条 国及び都道府県は，市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適

切かつ円滑な実施に資するため，空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助，地

方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は，前項に定めるもののほか，市町村が行う空家等対策計画に基づく

空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため，必要な税制上の措置その他の措置

を講ずるものとする。 

(過料) 
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第１６条 第１４条第３項の規定による市町村長の命令に違反した者は，５０万円以下の過料

に処する。 

２ 第９条第２項の規定による立入調査を拒み，妨げ，又は忌避した者は，２０万円以下の過

料に処する。 

附 則 

(施行期日) 

１ この法律は，公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める日から施

行する。ただし，第９条第２項から第５項まで，第１４条及び第１６条の規定は，公布の日

から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(平成２７年政

令第５０号で，本文に係る部分は，平成２７年２月２６日から，ただし書に係る部分は，平

成２７年５月２６日から施行) 

(検討) 

２ 政府は，この法律の施行後５年を経過した場合において，この法律の施行の状況を勘案し，

必要があると認めるときは，この法律の規定について検討を加え，その結果に基づいて所要

の措置を講ずるものとする。 
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江田島市空家等対策条例（令和３年江田島市条例第２３号） 

（目的） 

第１条 この条例は，空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以

下「法」という。）に定めるもののほか，空家等の適切な管理に関し必要な事項を定めると

ともに，空家等に関する対策を推進することにより，誰もが安全・安心で快適に住み続けら

れる生活環境の保全及び地域の活性化を図り，もって市に住み続けたい，又は住んでみたい

と思える良好な住環境の維持及び形成に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において，「管理不全な状態」とは，空家等が次に掲げるいずれかの状態に

あるものをいう。 

(１) 老朽化又は地震等の自然災害により，倒壊するおそれのある状態 

(２) 建築資材等が飛散し，又ははく落することにより，人の生命若しくは身体又は財産に

被害を与えるおそれのある状態 

２ 前項に定めるもののほか，この条例において使用する用語は，法において使用する用語の

例による。 

（基本理念） 

第３条 空家等は，良好な住環境を形成する地域の有用な資源の一つで，その適切な管理及び

活用が必要であるが，これが行われず防災，衛生，景観等地域住民の生活環境に深刻な影響

を及ぼしていることに鑑み，空家等の所有者等と市及び市民等（市内に居住する者並びに市

内の事業所及び事業所に勤務する者をいう。以下同じ。）は，相互に連携及び協力し，空家

等の発生の予防，適切な管理及び利活用の促進並びに特定空家等に対する措置の促進に主体

的に取り組むことにより，快適な住みよい環境づくりを行うものとする。 

（所有者等の責務） 

第４条 空家等の所有者等は，その所有し，又は管理する空家等の状況を定期的に把握すると

ともに，管理不全な状態で周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう，自らの責任において，

適切な管理を行わなければならない。 

２ 空家等の所有者等は，その所有し，又は管理する空家等を利用する見込みがないときは，

前条の基本理念に則り，賃貸，譲渡その他の利活用をするための取組を行うよう努めるもの

とする。 

（市の責務） 

第５条 市は，第３条の基本理念に則り，法第６条第１項の規定により定める空家等対策計画

に基づき，空家等に関し必要な施策を総合的かつ計画的に講じなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか，市は，空家等の発生の抑制，適切な管理，利活用の促進等が図

られるよう，広報活動，啓発活動その他の必要な措置を講じることとする。 

３ 市は，空家等に関する相談に応じ，相談者への情報提供，助言その他の必要な措置を講じ

ることとする。 

（市民等の役割） 

第６条 市民等は，第３条の基本理念に則り，空家等に関し必要な施策への協力及び空家等の

発生の抑制に努めるものとする。 

２ 前項に定めるもののほか，市民等は，管理不全な状態にある空家等を発見したときは，市

に対し，その情報を提供するよう努めるものとする。  
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（緊急安全措置） 

第７条 市長は，管理不全な状態にある空家等が保安上著しく危険な状態にあり，かつ，次に

掲げる要件をいずれも満たすときは，職員に当該空家等の敷地に立ち入り，当該危険を回避

するため必要な最小限度の措置（以下「緊急安全措置」という。）を講じさせることができ

る。 

(１) 地域住民の生命若しくは身体又は財産に対する重大な危険が切迫し，その危険を防止

するために緊急の必要があると認められるとき。 

(２) 空家等の所有者等を確知できないとき，又は所有者等に対し，状態を改善させるため

の措置を講じさせる時間的余裕がないと認めるとき，その他特別の事情により緊急に措

置を講じる必要があるとき。 

２ 前項の規定により空家等の敷地に立ち入ろうとする職員は，その身分を示す証明書を携帯

し，関係者の請求があったときは，これを提示しなければならない。 

３ 市長は，緊急安全措置を講じたときは，当該空家等の所有者等に対し，当該緊急安全措置

の内容を直ちに通知するものとする。ただし，空家等の所有者等を確知することができない

とき，又は空家等の所有者等に通知することが困難であるときは，この限りでない。 

４ 市長は，緊急安全措置を講じたときは，法第７条第１項の規定により組織する協議会に報

告しなければならない。 

５ 市長は，緊急安全措置を講じたときは，その費用の全部又は一部の支払いを当該空家等の

所有者等に命ずることができる。 

（関係行政機関との連携） 

第８条 市長は，必要があると認めるときは，市の区域を管轄する関係行政機関に対し，法及

びこの条例に基づいて講ずる措置に関し必要な情報の提供及び協力を求めることができる。 

(委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 

附 則 

この条例は，令和４年４月１日から施行する。 
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江田島市空家等対策協議会設置要綱（平成２８年江田島市告示第５７号） 

（設置） 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」とい

う。）第７条第１項の規定に基づき，江田島市空家等対策協議会（以下「協議会」という。）

を設置する。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は，法において使用する用語の例による。 

（協議事項） 

第３条 協議会は，次に掲げる事項を協議する。 

(１) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項 

(２) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関する事項 

(３) 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針に関する事

項 

(４) 特定空家等に対する措置の方針に関する事項 

(５) その他協議会において必要と認められる事項 

（構成） 

第４条 協議会の委員（以下「委員」という。）の定数は，１０人以内とする。 

２ 委員は，市長のほか，地域住民，市議会の議員，法務，不動産，建築，福祉，文化等に関

する学識経験者その他市長が必要と認める者をもって構成する。 

（委員の任期） 

第５条 委員の任期は，２年とし，再任を妨げない。ただし，委員が欠けた場合の補欠委員の

任期は，前任者の残任期間とする。 

（会長） 

第６条 協議会に会長を置き，市長をもって充てる。 

２ 会長は，協議会を代表し，会務を総理する。 

３ 会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，委員のうちから会長があらかじめ指名

した者が，その職務を代理する。 

（会議） 

第７条 協議会の会議（以下「会議」という。）は，会長が必要に応じて招集し，議長は，委

員の互選により定める。 

２ 会議は，委員の半数以上が出席しなければ，開くことができない。 

３ 前項の規定にかかわらず，災害その他のやむを得ない理由により会議を開くことができな

い場合において，会長が必要があると認めるときは，書面による審議により，会議に代える

ことができる。 

４ 会長は，必要があると認めるときは，会議に委員以外の者の出席を求め，説明又は意見を

聴くことができる。 

（会議の公開） 

第８条 会議は，公開とする。ただし，次の各号のいずれかに該当する場合は，会議の全部又

は一部を公開しないものとする。 

(１) 協議等の内容に法令等の規定により公開することができないこととされている情報が

含まれている場合 
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(２) 協議等の内容に個人情報その他非公開とすべき情報が含まれている場合 

(３) 協議会が会議を公開することにより，当該会議の公正かつ円滑な協議等に支障が生じる

と認められる場合 

(４) 前３号に掲げるもののほか，協議会が公開しない旨を決定した場合 

（庶務） 

第９条 協議会の庶務は，土木建築部都市整備課において処理する。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか，協議会の運営に関し必要な事項は，会長が協議会に

諮って定める。 

附 則 

この告示は，平成２８年５月２７日から施行する。 

附 則（平成２８年告示第８１号） 

この告示は，平成２８年９月１２日から施行する。 

附 則（令和４年告示第４号） 

この告示は，令和４年１月１７日から施行する。 

 

（参考）江田島市空家等対策協議会委員名簿（令和３年１２月１日現在） 

分野 区分 所属 氏名 

学識経験者 大学教授 広島工業大学 菅原 辰幸 

市民代表 
地域住民 江田島市自治会連合会 小跡 孝廣 

市議会議員 江田島市市議会 美濃 英俊 

福祉 福祉関係者 社会福祉法人 江田島市社会福祉協議会 平谷 康明 

法務 司法書士 広島司法書士会 濱野 真樹 

不動産 
宅地建物取引業 公益社団法人 広島県宅地建物取引業協会 上本 一男 

不動産鑑定士 公益社団法人 広島県不動産鑑定士協会 上河内 正和 

建築 
建築士 公益社団法人 広島県建築士会 前岡 正伸 

土地家屋調査士 広島県土地家屋調査士会 竹下 浩二 

行政 市長 江田島市 明岳 周作 
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江田島市空き家等対策推進本部会議設置要綱（平成２７年江田島市訓令第１９号） 

（設置） 

第１条 本市の空き家等対策を庁内関係部署が密接に連携し，必要な事項を調査検討すること

を目的として，江田島市空き家等対策推進本部会議（以下「本部会議」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 本部会議の所掌事項は，次の各号に掲げるとおりとする。 

(１) 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）に関する事項 

(２) 空き家等の適正な管理に関する事項 

(３) 空き家等の有効な活用に関する事項 

(４) その他空き家等の対策に関し，必要と認められる事項 

（組織） 

第３条 本部会議は，本部長，副本部長及び本部員をもって構成し，別表第１に定める職にあ

る者をもって充てる。 

２ 本部長は，本部会議を統括する。 

３ 本部長に事故がある場合又は欠けた場合においては，副本部長がその職務を代理する。 

４ 本部会議の事務局は，土木建築部都市整備課に置く。 

（会議） 

第４条 本部会議の会議（以下この条において「会議」という。）は，本部長が必要に応じて

招集し，これを主宰する。 

２ 本部長は，必要があると認めるときは，会議に本部員以外の出席を求め，意見を聴くこと

ができる。 

（幹事会） 

第５条 本部会議に，次に掲げる事項を処理するため，幹事会を置く。 

(１) 第２条各号に掲げる事項の具体的な検討及び立案 

(２) 本部会議の議決等を要しない事項の会務の執行 

(３) 前２号に掲げるもののほか，本部長が指示する事項 

２ 幹事会の構成員は，幹事長，副幹事長及び幹事をもって構成し，別表第２に定める職にあ

る者をもって充てる。 

３ 幹事長は，必要があると認めるときは，幹事会に幹事以外の出席を求め，意見を聴くこと

ができる。 

（ワーキングチーム会議） 

第６条 幹事会に，必要に応じワーキングチーム会議を置き，実務を行わせる。 

２ ワーキングチーム会議の構成員は，チームリーダー及びチーム員をもって組織し，職員の

うちから幹事長がこれを指名する。 

（補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか，本部会議の運営に関し必要な事項は，本部長が定める。 

附 則 

この訓令は，平成２７年８月３日から施行する。 

附 則（平成３０年３月１６日訓令第５号） 

この要綱は，平成３０年３月１６日から施行する。 
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附 則（平成３０年３月３０日訓令第９号） 

この要綱は，平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年９月９日訓令第４号） 

この要綱は，令和元年９月９日から施行する。 

附 則（令和２年３月３１日訓令第８号） 

この訓令は，令和２年４月１日から施行する。 

 

別表第１（第３条関係） 

本部会議 

本部長 副市長 

副本部長 土木建築部長 

本部員 総務部長 

〃 企画部長 

〃 危機管理監 

〃 市民生活部長 

〃 福祉保健部長 

〃 産業部長 

〃 企業局長 

〃 消防長 

 

別表第２（第５条関係） 

幹事会 

幹事長 土木建築部長 

副幹事長 都市整備課長 

幹事 財政課長 

〃 企画振興課長 

〃 危機管理課長 

〃 地域支援課長 

〃 税務課長 

〃 農林水産課長 

〃 建設課長 

〃 予防課長 
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江田島市空家等意向調査（平成２７，２８年度） 

１ 第１次調査（平成 27年度調査） 

(１) 調査概要 

空き家等の所有者等の意向を把握し，今後の空き家等対策に役立てることを

目的として，空き家等実態調査で把握した空き家等と思われる住宅 1,374戸の

うち，「そのまま再利用可能」の所有者等を対象に空き家等の利用や管理につ

いてのアンケートを行いました。 

 

    図表 5.1 調査概要 

調 査 主 体 江田島市 

調 査 対 象 
空き家等と思われる住宅 1,374 戸のうち，「そのまま再利用可

能」（713戸）の所有者等 

調 査 期 間 平成 28年１月 28日～３月 18日 

調 査 方 法 調査票の郵送配布，郵送回収 

調 査 内 容 

ａ．空き家等の利用実態（問１・２） 

ｂ．空き家等の期間・要因（問３・４） 

ｃ．空き家等の管理状況（問５・６） 

ｄ．空き家等の賃貸・売却の意向（問７） 

ｅ．空き家バンク登録の意向（問８・９） 

ｇ．自由意見 

回 収 状 況 
配布数(A)713件に対し，有効回収数(B)は 333件であり， 

有効回収率(B/A)は 46.7％ 
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(２) 調査結果 

（空き家等の利用状況） 

空き家等の利用状況は，「利用し

ていない」が 48.3％となっており，

「利用している」（44.4％）を上回

っています。 

 

  

 

 

 

（空き家等の期間） 

空き家等の期間は，「平成 15年以

前」が 45.8％と最も多く，次いで，

「平成 21年～25年」（27.1％），「平

成 26 年以降」（8.0％）となってい

ます。 

 

 

 

 

（空き家等となった理由） 

空き家等となった理由は，「相続したため」が 24.4％と最も多くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（空き家等の管理者） 

空き家等の管理者は，「自分が管

理している」が 50.5％と最も多く

なっていますが，その一方で，「誰

も管理していない」が 23.7％とな

っています。 

  

 

  

図表 5.3 空き家等の期間 

図表 5.2 空き家等の利用状況 

図表 5.4 空き家等となった理由 

図表 5.5 空き家等の管理者 
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（空き家等の売却の予定） 

空き家等の売却の予定は，「予定

なし」が 48.3％と最も多くなって

います。 

売却の意向がある空き家等につ

いても，「考えているが，時期は未

定」が最も多くなっています。 

  

 

 

（空き家等の賃貸の予定） 

空き家等の賃貸の予定は，「予定

なし」が 58.9％と最も多くなって

います。 

賃貸の意向がある空き家等につ

いても，「考えているが，時期は未

定」が最も多くなっています。 

  

 

 

 

（空き家バンクの認知度） 

江田島市の空き家バンク制度を

「知っている」は 56.8％となって

おり，「知らない」（34.8％）を上回

っています。 

 

  

 

 

 

（空き家バンク登録の意向） 

空き家バンク登録の予定は，「１

年以内」，「５年以内」，「考えている

が，時期は未定」がそれぞれ 11.7％，

0.3％，19.8％となっており，登録

済を含む空き家バンク登録の意向

がある空き家等は 35.4％となって

います 

 

  

図表 5.7 空き家等の賃貸の予定 

図表 5.8 空き家バンクの認知度 

図表 5.9 空き家バンク登録の意向 

図表 5.6 空き家等の売却の予定 
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２ 第２次調査（平成 28年度調査） 

(１) 調査概要 

空き家等の所有者等の意向を把握し，今後の空き家等対策に役立てることを

目的として，空き家等実態調査で把握した空き家等と思われる住宅 1,374戸の

うち，「小規模修繕により再利用可能」，「不具合が見られる空き家」及び老朽

度が不明の所有者等を対象に空き家等の利用や管理についてのアンケートを

行いました。 

 

    図表 5.10 調査概要 

調 査 主 体 江田島市 

調 査 対 象 

空き家等と思われる住宅 1,374戸のうち，「小規模修繕により再

利用可能」（428戸），「不具合が見られる空き家」（179 戸）」及

び老朽度が不明のもの（８戸）の計 615戸の所有者等（ただし，

所有者等が不明等の対象住宅 25戸を除く。） 

調 査 期 間 平成 28年９月１日～９月 23日 

調 査 方 法 

調査票の郵送配布，郵送回収 

調査票の配布にあたっては，江田島市が実施している空き家等

対策を概説した参考資料を同封 

調 査 内 容 

ａ．空き家等の所有状況（問１） 

ｂ．空き家等の利用実態（問２・３） 

ｃ．空き家等の期間・要因（問４・５） 

ｄ．空き家等の管理状況（問６～９） 

ｅ．空き家等の活用等の意向（問 10～15） 

ｆ．連絡先 

ｇ．自由意見 

回 収 状 況 
配布数(A)590件に対し，有効回収数(B)は 281件であり， 

有効回収率(B/A)は 47.6％ 
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(２) 調査結果 

（空き家等の利用状況） 

空き家等の利用状況は，「利用

していない」が最も多く，35.6％

となっています。次いで，「時々

過ごすための住宅」，「物置，倉庫

として利用」，「常に住んでいない

が，居住用の住宅」がそれぞれ

15％程度となっています。 

 

 

 

 

（空き家等の期間） 

空き家等の期間は，「30年以上」，

「20年以上 30年未満」，「10年以

上 20年未満」がそれぞれ 13.4％，

17.0％，21.3％となっており，空

き家等の５割以上は，空き家等の

期間が 10年以上となっています。 

 

 

 

 

 

（空き家等となった理由） 

空き家等となった理由は，相続（「自分が住んだことのある住宅を相続した

ため」，「自分が住んだことのない住宅を相続したため」）が 58.1％と最も多く

なっており，このうち，住んだことのない住宅を相続されている事例が 19.0％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表 5.12 空き家等の期間 

図表 5.11 空き家等の利用状況 

図表 5.13 空き家等となった理由 
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（空き家等の管理者） 

空き家等の管理者は，「自分ま

たは家族が管理している」が

64.0％と最も多くなっています

が，その一方で，「誰も管理して

いない」が 17.0％となっています。 

  

 

 

 

 

（空き家等の管理で困っていること） 

空き家等の管理で困っている

ことは，「現住所から対象住宅ま

でが遠い」が 43.1％と最も多く，

次いで，「身体的・年齢的な問題」

が 38.3％，「管理の手間が大変」

が 28.9％となっています。 

 

 

 

 

（空き家等の利用意向） 

空き家等の利用方法は，「現状のまま」が 31.6％と最も多くなっており，「売

却したい（してもよい）」，「賃貸したい（してもよい）」，「解体したい」，「自分

や家族，親族が住む」は，それぞれ 20.6％，4.3％，18.6％，7.9％となってい

ます。 

売却，貸出の意向がある空き家等の利用時期は，「考えているが，時期は未

定」が 66.7％と最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

  

図表 5.14 空き家等の管理者 

図表 5.15 空き家等の管理で困っていること 

図表 5.17 空き家等の活用時期 図表 5.16 空き家等の利用方法 
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（空き家等の利用で困っていること） 

空き家等の利用で困っていることは，「解体したいが，解体費用の支出が困

難で解体できない」が 31.2％と最も多く，次いで，「家財，荷物を置いたまま

であり，その処分に困っている」が 27.7％，「解体したいが，更地にすること

で固定資産税が上がる」が 20.6％，「売却・賃貸したいが，どうしたらよいの

かわからない」が 17.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 5.19 利用方法別にみた空き家等の利用で困っていること（上位３項目） 

項 目 
売却・賃貸したい 

（してもよい） 
解体したい 

自分や家族，親族 

が住む 

第１位 

「売却・賃貸したいが，

どうしたらよいのかわか

らない」54.0％ 

「解体したいが，解体費

用の支出が困難で解体で

きない」76.6％ 

「特になし」45.0％ 

第２位 

「家財，荷物を置いたま

まであり，その処分に困

っている」41.3％ 

「解体したいが，更地に

することで固定資産税が

上がる」51.1％ 

「家財，荷物を置いたま

まであり，その処分に困

っている」25.0％ 

第３位 

「解体したいが，解体費

用の支出が困難で解体で

きない」38.1％ 

「家財，荷物を置いたま

まであり，その処分に困

っている」38.3％ 

「住宅に付帯して農地や

山林があり，売却や賃貸

が困難である」38.1％ 

 

  

図表 5.18 空き家等の利用で困っていること 
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空き家所有者実態調査（令和元年） 

１ 令和元年空き家所有者実態調査（国土交通省） 

（１）調査概要 

国土交通省が，令和元年度に，住宅・土地統計調査で「居住世帯のない住宅（空

き家）を所有している」と回答した世帯から，無作為抽出した全国の世帯を対象に，

利用状況や管理状況，所有者の意識・意向等に関するアンケート調査の結果概要は

次のとおりです。 

 

    図表 5.20 調査概要 

調 査 主 体 国土交通省（住宅局） 

調 査 対 象 
平成 30年住宅・土地統計調査で「居住世帯のない住宅（空き家）

を所有している」と回答した世帯から，無作為抽出した世帯 

調 査 期 間 令和元年 11月～令和２年１日 

調 査 方 法 調査票の郵送配布，郵送回収及びオンラインによる回答受付 

主 な 調 査 内 容 

ａ．空き家の現況 

ｂ．空き家の利用状況 

ｃ．空き家の管理状況 

ｄ．空き家となった経緯 

ｅ．空き家所有者の意識・意向 など 

回 収 状 況 
調査対象(A)12,151件、配布数 12,083件に対し 

回収数(B)は 5,791件，回収率(B/A)47.7％ 
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（２）調査結果 

（利用状況） 

空き家等の利用状況は，「二次的

住宅・別荘用 25.8％，貸家用 4.4％，

売却用 12.8％，不詳 4.2％」の利用

している空き家を除いた「その他

（物置，長期不在，取り壊し予定等）

が 52.8％」となっています。 

 

  

 

 

 

（居住世帯のない期間） 

人が住まなくなってからの期間

は，「20年以上」が 20.9％と最も多

く，5年以上の割合が全体の７割以

上を占めています。 

 

 

 

 

（取得方法） 

取得方法は，「相続」が 54.6％と 

最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な管理者） 

空き家等の主な管理者は，「所有

者または所有者と同居している親

族」が 77.3％と最も多くなってい

ますが，その一方で，「誰も管理し

ていない」が 3.2％となっています。 

  

 

新築・建て替え

18.8%

新築の住宅を購入

5.3%

中古の住宅を購入

14.0%

相続

54.6%

贈与

3.3%

その他

3.2%

不詳

0.8%

図表 5.24 主な管理者 

図表 5.21利用状況 

図表 5.22居住世帯のない期間 

図表 5.23 取得方法 

１年未満

0.5%

１年以上３年

未満

12.2%

３年以上５年

未満

11.2%

５年以上７年

未満

11.2%

７年以上９年

未満

9.0%９年以上１１年

未満

10.6%

１１年以上１４年

未満

7.0%

１４年以上１７年

未満

7.9%

１７年以上２０年

未満

4.1%

２０年以上

20.9%

不詳

5.4%

所有者ま

たは所有

者と同居

している

親族

77.3%

所有者と同

居していな

い親族

10.8%

不動産業者，

建築会社，管

理専門業者な

ど

3.5%

自治会・近所の人

1.5%

誰も管理し

ていない

3.2%

その他

1.4%

不明

0.1%
不詳

2.2%

二次的住宅・

別荘用

25.8%

貸家用

4.4%

売却用

12.8%

その他

52.8%

不詳

4.2%
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（管理をする上での課題） 

管理をする上での課題は，「管理

の作業が大変」が 29.8％と最も多

く，次いで，「住宅を利用する予定

がないので管理をしても無駄にな

る」が 26.0％，「遠方に住んでいる

ので管理が困難」が 21.0％となっ

ていて一方，「課題はない」が 30.2％

となっています。 

 

 

 

（今後の利用意向） 

今後５年程度のうちの利用意向は，「空き家にしておく（物置を含む）」が

28.0％と最も高く，「セカンドハウスなどとして利用」が 18.1％，「売却」が

17.3％の順となっています。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 5.25 管理をする上での課題 

図表 5.26 今後の利用意向 

遠方に住んで

いるので管理

が困難

21.0%

管理の作業

が大変

29.8%

管理費用の負担

が重い

21.6%

管理を頼める人

や業者がいない

4.4%

住宅を利用す

る予定がない

ので管理して

も無駄になる

26.0%

課題はない

30.2%

売却

17.3%

賃貸

5.3%

寄付・贈与

1.3%

住む(リフォー

ムまたは建て替

えて住む場合を

含む)

7.0%

取り壊す

13.2%
セカンドハウ

スなどとして

利用

18.1%

空き家にしておく

(物置を含む)

28.0%

不明

4.9%

不詳

4.8%
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（空き家にしておく理由） 

今後の利用意向が「空き家にしておく（物置を含む）」について，売却・賃

貸しない又は取り壊さない理由として，「物置等として必要」が 60.3％と最も

多く，次いで，「解体費用をかけたくない」が 46.9％，「さら地にしても使い道

がない」が 36.7％の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 5.27 空き家にしておく理由 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

物置として必要

解体費用をかけたくない

さら地にしても使い道がない

好きな時に利用や処分ができなくなる

住宅の質の低さ(古い，狭いなど)

将来，自分の親族が使うかもしれない

取り壊すと固定資産税が高くなる

特に困っていない

リフォーム費用をかけたくない

仏壇など他に保管場所がないものがある

労力や手間をかけたくない

他人に貸すことに不安がある

買い手・借り手の少なさ

交通の便の悪さ

道路付けの悪さ

満足できる価格で売れそうにない

資産として保有し続けたい

満足できる家賃で貸せそうにない

不詳


